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当社子会社の当社子会社の当社子会社の当社子会社の不動産不動産不動産不動産事業事業事業事業第２第２第２第２号案件（北新宿物件）号案件（北新宿物件）号案件（北新宿物件）号案件（北新宿物件）契約解除による契約解除による契約解除による契約解除による    

違約金の一部違約金の一部違約金の一部違約金の一部債権譲渡に関するお知らせ債権譲渡に関するお知らせ債権譲渡に関するお知らせ債権譲渡に関するお知らせ    
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27年５月 22日付「不動産事業第２号案件（北新宿物件）

の契約解除による違約金に係る経過報告」にてお知らせしておりました、当社の連結子会社である株式

会社 Interface（以下、「Interface」といいます。）が保有する不動産売買契約解除による違約金の一部

について、債権を譲渡することを決議致しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。                                

 

記 

 

１．事実の概要 

   平成 27年５月 22日付お知らせのとおり、違約金の支払い期限である同日付で、Interface から

物件を買う先（以下、「買主」といいます。）から Interface に対しての支払いが履行されず、Interface

に物件を売る先（以下、「売主」といいます。）に対する Interface からの違約金支払いについても

履行しておりません。 

   そこで、上記の違約金の支払いについて売主側と協議したところ、「売主側が受けられるべき

Interface からの違約金」（Interfaceにおける北新宿物件の仕入額の 20％）に相当する Interface

が有する買主に対する違約金債権を譲渡し、売主と買主が直接交渉出来るようにして欲しいとの強

い要望があり、弁護士及び監査法人とも相談した結果、債権の一部譲渡は有効であるとの意見が得

られました。Interfaceとしても売主に対して債権譲渡を実施することにより、売主との間の債権

債務の相殺が可能となることから、本日開催の当社取締役会において違約金に係る債権の一部譲渡

について決議致しました。 

 

２．日程 

   （１）取締役会決議日  平成 27年６月１日 

   （２）譲渡契約書締結日 平成 27年６月１日 

   （３）債権譲渡実行日  平成 27年６月１日 

 

３．発生の経緯 

   Interface は、平成 27年５月８日付「当社子会社㈱Interfaceにおける不動産事業第２号案件（北

新宿）の売却決済日の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、買主と平成 27年５月

８日付で本件取引を決済する内容の合意書を締結し、５月 11日付決済の準備を進めました。しかし

ながら、買主より銀行とのセキュリティ上の問題（本人確認に関する事項）を解決することが出来

ないため、不動産買取の資金送付が出来ない旨の報告を受けました。従って、締結済合意書の約旨

に基づき、５月 11日付で売買契約を解除し、同日付解除合意書に基づく、違約金が発生したもので

あります。また、平成 27年５月 22日の支払期限に、買主から Interfaceに対する違約金の支払い



 

が履行されなかったことから、Interfaceと売主との間で違約金に係る協議が実施されました。 

 

４．今後の見通しについて 

上記「１.事実の概要」の通り、買主に対する違約金に係る債権の一部を売主に譲渡することとな

るため、今後売主が買主に対して直接違約金に係る債権を持つこととなるため、Interface から売

主に対しての違約金に係る支払義務は消滅することとなります。 

また、会計処理については債権債務が相殺される見通しとなっておりますが、監査法人と協議致

します。 

加えて、Interface の違約金に係る正味受取額（買主からの受領予定の違約金から売主に対する

支払うべき違約金を控除した額）については、買主から Interface に対して支払義務が引き続き発

生します。 

本件違約金に関する会計処理については、引き続き監査法人と協議の上、確定次第速やかにお知

らせ致します。 

 

以上 


